
公的個人認証サービス公的個人認証サービスの概要の概要
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氏 名

住 所

昭和 ○○ 年 ○月 ○○ 日 性別 女
住基 花子

○○県○○市 ○○町○丁目○番○号
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住民基本台帳カード

○ 成りすまし、改ざん、送信否認などのデジタル社会の課題を解決しつつ、電子政府・電子
自治体を実現するためには、確かな本人確認ができる個人認証サービスを全国どこに住んで
いる人に対しても安い費用で提供することが必要。

→ 平成１６年１月２９日、公的個人認証サービスの提供を開始。
（電子証明書の有効期間３年間、発行手数料５００円）

電子証明書の有効性を回答

委任

※基本4情報：氏名、住所、性別及び生年月日。

公的個人認証サービスでは本人性の確認に
基本4情報を使用している。

発行申請
を通知

電子証明書
を発行

参考資料２



公的個人認証サービス公的個人認証サービスの特長の特長

１．厳格な本人確認
・本人確認に基本４情報（氏名、住所、性別及び生年月日）を使用。
・住民基本台帳ネットワークと連動して、毎日、失効情報を更新することにより、厳格な本人性の
確認を実現。
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・本人確認に基本４情報（氏名、住所、性別及び生年月日）を使用。
・住民基本台帳ネットワークと連動して、毎日、失効情報を更新することにより、厳格な本人性の
確認を実現。

２．電子証明書の用途
・主な用途は、国税の電子申告・納税システム（e-Tax）、自動車のワンストップサービス、

不動産の登記等
・法律の規定により、電子証明書の有効性を確認できる者（署名検証者）を現在は行政機関等、
民間認証事業者に限定。
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３．サービス利用に必要な費用
（電子申請を行う住民）
・電子証明書の発行を申請する際に手数料（500円）を市町村窓口に支払う。

・自宅のパソコン等で電子申請を行うには、ＩＣカードリーダライタを別途、準備する必要。

（失効情報の提供を受ける署名検証者）
・情報提供手数料を指定認証機関に支払う。
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４．電子証明書の格納媒体
・電子証明書は、一定のセキュリティを満たすＩＣカードに格納可能。
・現在使用されている格納媒体は、住民基本台帳カードのみ。
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６．電子証明書の発行状況
平成２０年７月末現在で、約７３．７万枚。
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平成２０年７月末現在で、約７３．７万枚。

５．二重発行の禁止
電子証明書の二重発行を禁止している（法第６条）。
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